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第１章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 
 
１．環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 16 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、準備書及

びその要約書を公告の日から起算して 1 月間縦覧に供した。 

 

(1) 公告の日 

令和 7 年 6 月 20 日（金） 

 

(2) 公告の方法 
① 日刊新聞紙による公告 

令和 7 年 6 月 20 日（金）付けの以下の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。 

［別紙 1］ 

・北海道新聞 札幌本社版（朝刊）  
 

② 地方公共団体の公報、広報誌によるお知らせ 
以下の広報誌に「お知らせ」を掲載した。 

［別紙 2(1)］ 

・広報くろまつない      7 月号（No.566）P8 

 
③ インターネットによるお知らせ 

以下のホームページに「お知らせ」を掲載した。 

［別紙 2(2)～(4)］ 

・黒松内町ホームページ 

・北海道ホームページ 

・関連会社ホームページ 

 

④ その他、チラシ配布によるお知らせ 

以下のチラシに「お知らせ」を掲載した。 

［別紙 2(5)～(7)］ 

・寿都町タウンメール 

・黒松内町タウンメール 

・島牧村戸別配布チラシ 
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(3) 縦覧場所 
自治体庁舎 4 か所及びインターネットの利用による縦覧を実施した。 
①  自治体庁舎 

・北海道後志総合振興局保健環境部環境生活課 

 （北海道虻田郡倶知安町北 1 条東 2 丁目） 

・寿都町役場 

 （北海道寿都郡寿都町渡島町 140−1） 

・黒松内町役場 コミュニティ防災センター 

 （北海道寿都郡黒松内町字黒松内 302-1） 

・島牧村役場 

 （北海道島牧郡島牧村字泊 83-1） 

 

②  インターネットの利用 ［別紙 2(4)］ 
関連会社ホームページに準備書の内容を掲載した。 

https://data.jwd.co.jp/info/tsukikoshigenya/ 

 
(4) 縦覧期間 

令和 7 年 6 月 20 日（金）から令和 7 年 7 月 22 日（火）までとした。 

縦覧時間は土日祝日を除く開庁時、インターネットは縦覧期間中常時アクセス可能とした。 

 

(5) 縦覧者数 
縦覧者数（意見書箱への投函者数）は 1 名であった。 
（参考）インターネットによる閲覧 545 件 
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２．環境影響評価準備書についての説明会の開催 
「環境影響評価法」第 17 条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するための説明会を開催

した。 

 

(1) 公告の日及び公告方法 
説明会の開催公告は、準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

［別紙 1］ 

 
(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 
 
・開催日時：令和 7 年 7 月 1 日（火）18 時 00 分から 19 時 30 分まで 

・開催場所：黒松内町役場 コミュニティ防災センター 

（北海道寿都郡黒松内町字黒松内 302-1） 

・来場者数：9 名 

 

・開催日時：令和 7 年 7 月 2 日（水）18 時 00 分から 19 時 30 分まで 

・開催場所：島牧村 ふれあい交流センターおあしす 

（北海道島牧郡島牧村本目 253-1） 

・来場者数：11 名 

 

・開催日時：令和 7 年 7 月 3 日（木）18 時 00 分から 19 時 30 分まで 

・開催場所：寿都町 総合文化センターウィズコム 

（北海道寿都郡寿都町字開進町 187-1） 

・来場者数：8 名 
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３．環境影響評価準備書についての意見の把握 
「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を有する者の

意見書の提出を受け付けた。 

     ［別紙 3～4］ 

 

(1) 意見書の提出期間 

令和 7 年 6 月 20 日（金）から令和 7 年 8 月 5 日（火）までの間 
（郵便受付は当日消印有効とした。） 
 

(2) 意見書の提出方法 

① 縦覧場所及び説明会会場に備え付けた意見書箱への投函 
② 当社への郵送による書面の提出 
 

(3) 意見書の提出状況 
意見の提出は郵送が 1 件、意見箱への投函が 1 件の合計 2 件であった。 
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第２章 環境影響評価準備書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要と

これに対する事業者の見解 
 

「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づき、準備書について、環境の保全の見地から提出された

意見は 6 件であった。準備書についての意見の概要並びにこれに対する事業者の見解は、次のとおり

である。 

 

環境影響評価準備書について提出された意見の概要と事業者の見解 

 

（意見書 1） 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

1 自然度の高い天然林の大量伐採の恐れ、水源涵養機

能及び土砂流出防備機能の恐れ、生態系撹乱の恐れ

があることから事業計画の撤回を求めます。 

 

■自然度の高い天然林 

 

対象事業実施区域のうち寿都町側は国有林であり、

広く植生自然度 7,9,10 の天然林に覆われています。

これらの天然林の多くは林齢が 100 年以上でブナ、

ダケカンバが中心です。この自然度の高い天然林の

まとまりは、生態系の維持に欠かせないものです。ま

た、土砂流出防備機能、水源涵養機能により下流域を

水害や旱魃から守る機能があります。林齢が 100 年

を超える天然林を以下に示します 1),2)。 
林
班 

小
班 

林齢
（年） 

林種 樹種 機能類型 保安林 

305
3 

る 145 天然林 ブナ、他L 水源涵養 水源涵養 

305
3 

れ 184 天然林 ブナ、ダケカ
ンバ、ミズナ
ラ 

水源涵養 水源涵養 

305
4 

る 184 天然林 他L、ブナ、ダ
ケカンバ 

水源涵養 水源涵養 

305
8 

ほ 175 天然林 ブナ、他L、イ
タヤカエデ 

山地災害防止
（土砂） 

水源涵養 

305
9 

ろ 175 天然林 ブナ、他L、イ
タヤカエデ 

山地災害防止
（土砂） 

水源涵養 

306
0 

か 133 天然林 他L、ダケカン
バ、ブナ 

山地災害防止
（土砂） 

水源涵養 

306
3 

ぬ 160 天然林 他L、ブナ、ダ
ケカンバ 

山地災害防止
（土砂） 

水源涵養 

306
3 

ち1 100 天然林 ダケカンパ、
他L 

自然維持 水源涵養 

306
3 

ち2 100 天然林 ダケカンバ、
他L 

森林空間利用 水源涵養 

309
1 

よ 100 天然林 ダケカンバ、
他L 

森林空間利用 水源涵養 

309
1 

ち 100 天然林 ダケカンバ、
他L 

森林空間利用 水源涵養 

本事業では、風車ヤードや道路を造成するために風

害防備や土砂流出防備上重要な場所の木が大量に伐

採されることになります。上の表の林分は、人工林を

風害や土砂災害から守るため、また土砂流出防備機

能、水源涵養機能により下流域を水害や旱魃から守

るために伐らずに意図して残されてきたものです。

近年激甚化する豪雨災害を考えれば、「流域治水」の

要として期待される林分です。また、そこに生息・生

方法書時の対象事業実施区域から 300mの範囲につい

ては植生調査を実施しましたが、その結果、ダケカン

バ－ササ群落は植生自然度 7、ミズナラ-ブナ群落は

植生自然度 8 と判断いたしました。1970 年代の空中

写真を確認したところ、ミズナラ-ブナ群落が成立し

ている区域は草地に樹林が分布している状況であ

り、一度人の手が入っていると思われる細い木も多

く確認されたことから、二次林と判断いたしました。

しかしながら、測量を実施し、ミズナラ-ブナ群落の

改変は極力最小限とし、母樹となるブナの大木は極

力伐採しない計画としております。なお、本事業は国

有林も一部含めて風力発電機の配置を計画しており

ますが、森林が持つ水源の涵養機能、土砂流出防止機

能等に影響が及ばないよう、森林の改変面積は必要

最小限度といたします。 
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育する野生動植物の種や遺伝子を守るうえでも重要

であり、「生物多様性保全」の最後の砦とも言うべき

林分です。壮齢期にあるこれらの天然林は、決して伐

採せず母樹として残されるべきものです。 

 

1)国土数値情報国有林野 

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjT

mplt-A45.html 

2)第 6 次国有林野施業実施計画図 黒松内・寿都 

https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/keikaku/

other/attach/pdf/siribesi_kihonzu-304.pdf 

2 ■国有林の山地災害危険地区 

 

図 3.2-19 及び図 3.2-21 に示された山地災害危険地

区は民有林のものであり、国有林のものが示されて

いません。図 3.2-19 の参照先として「北海道（国有

林）の山地災害危険地区」（北海道森林管理局 HP)を

挙げていますが、同 HP によれば、小川の上流域は山

地災害危険地区です 3)。訂正してください。小川は

水道水の取水場所として重要です［図 3.2-5]。土砂

の流入がないようにしてください。 

 

3)「北海道（国有林）の山地災害危険地区」（北海道

森林管理局 HP) 

Shape データ 崩壊土砂流出危険地区（面） 

https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/tisan/ki

kentiiki/attach/other/index-2.zip 

Shape データ 崩壊土砂流出危険地区（線） 

https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/tisan/ki

kentiiki/attach/other/index-3.zip 

図 3.2-19 及び図 3.2-21 において国有林内の山地災

害危険地区を示しておりませんでした。評価書にお

いては、訂正し記載いたします。 

水道水の取水地点が設置されている小川について土

砂が流入しないよう、沈砂池及び土砂流出防止柵に

よる対策を講じます。また、濁水が河川に流入しない

よう、周辺河川と沈砂池の設置位置との離隔を極力

離すように留意いたしました。その結果、準備書での

水質の予測結果のとおり、小川をはじめとする周辺

の河川には濁水は到達しないと予測しております。

濁水対策については引き続き、関係機関とも協議の

上、対策を検討してまいります。 

3 ■風車後流(wake) 

 

風車後流とは、風車後方の気流のことです。一般に風

車前方の一定の気流に対して、風車後方では乱流が

発生します。風車後方で発生する乱流の視覚的なイ

メージは、Horns rev 1 offshore wind farm で撮影

された写真が有名です。この写真は、海上に発生した

霧が風車後方で乱れている様子を見事に捉えていま

す。検索エンジンで horns rev wake をキーワードに

して検索すれば見ることができます。当時の気象状

況等から発生メカニズムを調査した論文も発表され

ています 4)。また、風車後流のコンピュータシミュ

レーションは YouTube で wind turbine wake で検索

すれば見ることができます。 

風車後流に関しては、風下の風車に対して発電量低

下や疲労加重の増加をもたらすことから、風車の設

置間隔を最適にするための研究が多くなされていま

す。それらの研究によれば、風車間隔は一般に主流方

向に 10D、横方向に 3D が望ましいとされています（D：

ローター直径）［例えば 5)]。それでは、人間や動物

に対する影響はどうなのでしょうか。乱流が発生す

るということは、風車後方では複雑な気圧の変化が

存在するはずです。この方面の研究はまだ十分にな

されていないようです。本事業の風車のローター直

径(D)は 117mです［表 2.2-10]。従って風車から 1.5km

の範囲は風車後流の影響を強く受けると考えます。 

風車後流が動物相に与える影響についての知見の蓄

積は不十分であり、精度の高いモデルが存在しませ

ん。現行の環境影響評価制度では、風車後流が動物相

風力発電機の風下方向に生じる風の乱れに関する知

見について、ご教授いただいた文献に加えて「風力発

電導入のガイドブック」（独立行政法人 新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構、2008 年）によると、風

力発電機の風下方向に 10D（D：ロータ直径）の範囲

において、上空では風況の乱れが生じる可能性が示

されており、「風力発電による局地風「清川ダシ」へ

の影響」（菊池立、他、2013 年）によると、風力発電

機の風下側の風速が小さくなる実例が示されている

ことを確認いたしました。これらの知見より、風力発

電機の風下方向について約 1.17km、風向と直角方向

に約 350mの範囲で風の乱れや風速の低下が生じる可

能性がありますが、風力発電機と住宅の離隔距離 2km

以上離れているため、人への影響は極めて小さいと

考えております。なお、ご指摘のとおり、動物相への

影響の知見はありませんが、コウモリ類については

ブレードが回転していることにより気圧が変化し肺

が破裂するパロトラウマという事象が起きることが

知られています。発生条件等の詳細はわかっており

ません。コウモリ類については、風力発電機稼働後に

影響を最も受けやすい鳥類と同様に事後調査を実施

し、著しい影響がみられた場合には専門家への意見

聴取を実施し、効果的な環境保全措置を検討するこ

ととしています。 

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A45.html
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A45.html
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に与える影響を評価していません。この場所に風車

を配置すれば、生態系を撹乱する可能性が非常に高

いと考えます。 

4)“Wind Farm Wake:The Horns Rev Photo Case”, 

Charlotte Bay Hasager, LeifRasmussen, Alfredo 

Peña, Leo E. Jensen and Pierre-Elouan Réthoré, 

https://www.researchgate.net/publication/23601

1431_Wind_Farm_Wake_The_Horns_Rev_Photo_Case 

5)「港湾における風力発電について－港湾の管理運

営との共生のためのマニュアル－ver.1」平成 24 年

6 月 国土交通省港湾局 環境省地球環境局 

https://www.mlit.go.jp/common/000216101.pdf 

4 ■ヒグマ 

 

対象事業実施区域はヒグマのすみかです。風車後流

や騒音に対するヒグマヘの影響が懸念されます。 

海外では哺乳類の風車に対する忌避が報告されてい

ます 6)。それによると、影響範囲は、トナカイで 5km

以上、オオカミで 5km 程度とあります。これは看過

できない数値です。ヒグマの場合はどうなのでしょ

うか。同報告書によれば、国内でのエビデンスはない

とのことです。もし、ヒグマなどの大型哺乳類に対す

る影響範囲が数 km に及ぶならば、風車は明らかに生

態系を撹乱しているといえます。 

ヒグマがふもとの集落に出現する頻度が増加するこ

とは十分に予想されます。 

ヒグマを含む大型哺乳類に対する風車の影響につい

ての知見が十分に蓄積され、精度の高いモデルが構

築されるまで本事業は中止すべきです。 

 

6)「陸上風力発電事業による生態系への環境影響評

価の手法と課題（平成 31 年 3 月）」陸上風力発電事

業による生態系への環境影響評価の手法と課題に関

する委員会 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11663

694/www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/00062

8.pdf 

環境影響評価準備書は、重要な種や重要な生息地・生

育地を対象に影響評価を行っており、ヒグマ等の野

生動物が住民に危害を及ぼす影響については扱って

おりませんが、野生動物への影響の低減から極力樹

木等の伐採を減らす事業計画とすることで野生動物

の生息環境に配慮しております。 

風力発電機の有無にかかわらず、道内全域におい

てヒグマの人里や市街地への出没が多くなっている

と理解しております。「北海道ヒグマ保護管理検討

会」の資料によると、道内全域においてヒグマの生息

数が増加傾向であること、近年、人に対する警戒心の

薄い個体も出現していること等が考えられており、

引き続き情報収集の上、風力発電機によるヒグマへ

の影響の知見を確認した場合は、予測及び評価の手

法への反映や環境保全措置を検討いたします。なお、

動物調査においてはヒグマの記録も行っており、準

備書 p8.1.4-17(511) ～8.1.4-18(512)に掲載してお

ります。 

5 ■他事業との累積的効果 

本事業は周囲の他事業との累積的効果が非常に大き

いと考えます［図 2.2-19]。特に、新島牧ウィンドフ

ァーム、（仮称）島牧ウィンドファーム事業と本事業

とは一体として評価すべきと考えます。 

以上 

対象事業実施区域の他事業として、「新島牧ウインド

ファーム」が稼働中であり、対象事業実施区域及びそ

の周囲においてご指摘の「（仮称）島牧ウィンドファ

ーム事業」が本事業よりも先行して計画されており

ます。これらの他事業について、累積的な影響の予測

に関する情報を入手したことから、施設の稼働に伴

う騒音、超低周波音、風車の影、鳥類について累積的

な影響の検討を行いその結果を準備書に記載いたし

ました。また、景観については「（仮称）島牧ウィン

ドファーム事業」との累積的影響の検討を行いまし

た。 

 

  

https://www.researchgate.net/publication/236011431_Wind_Farm_Wake_The_Horns_Rev_Photo
https://www.researchgate.net/publication/236011431_Wind_Farm_Wake_The_Horns_Rev_Photo
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（意見書 2） 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

6 ヒグマの生息地・移動圏域が影響を受けるため、黒

松内市街地周辺に退避出没することが心配である。 
環境影響評価準備書は、重要な種や重要な生息地・生

育地を対象に影響評価を行っており、ヒグマ等の野

生動物が住民に危害を及ぼす影響については扱って

おりませんが、野生動物への影響の低減から極力樹

木等の伐採を減らす事業計画とすることで野生動物

の生息環境に配慮しております。 

風力発電機の有無にかかわらず、道内全域におい

てヒグマの人里や市街地への出没が多くなっている

と理解しております。「北海道ヒグマ保護管理検討

会」の資料によると、道内全域においてヒグマの生息

数が増加傾向であること、近年、人に対する警戒心の

薄い個体も出現していること等が考えられており、

引き続き情報収集の上、風力発電機によるヒグマへ

の影響の知見を確認した場合は、予測及び評価の手

法への反映や環境保全措置を検討いたします。なお、

動物調査においてはヒグマの記録も行っており、準

備書 p8.1.4-17(511) ～8.1.4-18(512)に掲載してお

ります。 

 

 

 

 



 

 

 

日刊新聞に掲載した公告 

 
北海道新聞 札幌本社版 

 
 

 

[別紙 1] 



 

 
 

地方公共団体の広報及びインターネットによるお知らせ 

黒松内町広報掲載内容 

広報くろまつない 7 月号 

 
  

[別紙 2(1)] 



 

 
 

黒松内町ホームページ掲載内容 

  

[別紙 2(2)] 



 

 
 

北海道ホームページ掲載内容（1/2） 

 

  

[別紙 2(3)] 



 

 
 

北海道ホームページ掲載内容（2/2） 

  



 

 
 

関連会社ホームページ掲載内容（1/2） 

 

  

[別紙 2(4)] 



 

 
 

関連会社ホームページ掲載内容（2/2） 

 

  



 

 
 

 

寿都町タウンメール掲載内容（1/2） 

 

和 7 年 6 月 

寿都町内にお住いの皆様へ 

 

「（仮称）月越原野風力発電事業における環境影響評価準備書」 

の縦覧及び住民説明会の御案内 

 

拝啓 時下益々のご清祥のことと存じ上げます。 

 さて、この度、月越原野風力開発株式会社が計画中の「（仮称）月越原野風力発電事業」につきまし

て、「環境影響評価準備書」を下記の日程にて縦覧し、住民説明会を実施いたします。 

 お忙しいこととは存じますが、ご出席賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

  

記  

 

1. 準備書の縦覧 

 縦覧場所：寿都町役場    

 縦覧期間：令和 7 年 6 月 20 日(金)～令和 7 年 7 月 22 日(火)まで 

     ※役場の開庁時に閲覧可能 

 意見書の提出： 

 環境影響評価準備書について、ご意見をお持ちの方は、書面に住所・氏名・ご意見（意見の 

理由を含む）をご記入のうえ、縦覧場所に備え付けてあります意見書箱にご投函いただくか、 

令和 7 年 8 月 5 日(火)までに下記「3.問い合わせ先」へご郵送ください。（当日消印有効） 

 

2. 住民説明会について 

 開催日時：令和 7 年 7 月 3 日(木) 18 時 00 分～ 

 開催場所：寿都町 総合文化センターウィズコム（裏面参照） 

 

3. お問い合わせ先 

 住所：〒100-6015  

東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞が関ビルディング 15 階（日本風力開発㈱内） 

 担当：長谷川（土・日・祝日を除く、9 時 30 分～17 時 30 分まで）  

 電話：03（3519）7481 

 

 

以上  

[別紙 2(5)] 



 

 
 

寿都町タウンメール掲載内容（2/2） 

 

（別紙） 

【会場位置図】 

寿都町 総合文化センターウィズコム（寿都郡寿都町字開進町 187 番 1） 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

黒松内町タウンメール掲載内容（1/2） 

 

令和 7 年 6 月 

黒松内町内にお住いの皆様へ 

 

「（仮称）月越原野風力発電事業における環境影響評価準備書」 

の縦覧及び住民説明会の御案内 

 

拝啓 時下益々のご清祥のことと存じ上げます。 

 さて、この度、月越原野風力開発株式会社が計画中の「（仮称）月越原野風力発電事業」につきまし

て、「環境影響評価準備書」を下記の日程にて縦覧し、住民説明会を実施いたします。 

 お忙しいこととは存じますが、ご出席賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

  

記  

 

4. 準備書の縦覧 

 縦覧場所：黒松内町役場 コミュニティ防災センター 

 縦覧期間：令和 7 年 6 月 20 日(金)～令和 7 年 7 月 22 日(火)まで 

     ※役場の開庁時に閲覧可能 

 意見書の提出： 

 環境影響評価準備書について、ご意見をお持ちの方は、書面に住所・氏名・ご意見（意見の 

理由を含む）をご記入のうえ、縦覧場所に備え付けてあります意見書箱にご投函いただくか、 

令和 7 年 8 月 5 日(火)までに下記「3.問い合わせ先」へご郵送ください。（当日消印有効） 

 

5. 住民説明会について 

 開催日時：令和 7 年 7 月 1 日(火) 18 時 00 分～ 

 開催場所：黒松内町役場 コミュニティ防災センター（裏面参照） 

 

6. お問い合わせ先 

 住所：〒100-6015  

東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞が関ビルディング 15 階（日本風力開発㈱内） 

 担当：長谷川（土・日・祝日を除く、9 時 30 分～17 時 30 分まで）  

 電話：03（3519）7481 

 

以上  

[別紙 2(6)] 



 

 
 

黒松内町タウンメール掲載内容（2/2） 

 

 

（別紙） 

【会場位置図】 

黒松内町役場 コミュニティ防災センター（寿都郡黒松内町字黒松内 302 番 1） 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

島牧村戸別配布チラシ掲載内容（1/2） 

 

 

令和 7 年 6 月 

島牧村内にお住いの皆様へ 

 

「（仮称）月越原野風力発電事業における環境影響評価準備書」 

の縦覧及び住民説明会の御案内 

 

拝啓 時下益々のご清祥のことと存じ上げます。 

 さて、この度、月越原野風力開発株式会社が計画中の「（仮称）月越原野風力発電事業」につきまし

て、「環境影響評価準備書」を下記の日程にて縦覧し、住民説明会を実施いたします。 

 お忙しいこととは存じますが、ご出席賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

  

記  

 

7. 準備書の縦覧 

 縦覧場所：島牧村役場    

 縦覧期間：令和 7 年 6 月 20 日(金)～令和 7 年 7 月 22 日(火)まで 

     ※役場の開庁時に閲覧可能 

 意見書の提出： 

 環境影響評価準備書について、ご意見をお持ちの方は、書面に住所・氏名・ご意見（意見の 

理由を含む）をご記入のうえ、縦覧場所に備え付けてあります意見書箱にご投函いただくか、 

令和 7 年 8 月 5 日(火)までに下記「3.問い合わせ先」へご郵送ください。（当日消印有効） 

 

8. 住民説明会について 

 開催日時：令和 7 年 7 月 2 日(水) 18 時 00 分～ 

 開催場所：島牧村ふれあい交流センターおあしす（裏面参照） 

 

9. お問い合わせ先 

 住所：〒100-6015  

東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞が関ビルディング 15 階（日本風力開発㈱内） 

 担当：長谷川（土・日・祝日を除く、9 時 30 分～17 時 30 分まで）  

 電話：03（3519）7481 

 

以上  

[別紙 2(7)] 



 

 
 

島牧村戸別配布チラシ掲載内容（2/2） 

 

（別紙） 

【会場位置図】 

島牧村ふれあい交流センターおあしす（島牧郡島牧村字本目 253 番 1） 

 

 



 

 
 

 

 

[別紙 3] 



 

 
 

 

 

[別紙 4] 
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